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一
は
じ
め
に

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
の
写
真
帳
「
醍
醐
寺
文
書
」
六
九
函
第
三
冊
に
、
以
下
の
よ
う
な
文
書
が
連
続
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
１
）

形
状
は
い
ず
れ
も
折
紙
（
」
は
行
替
え
）。
こ
れ
ら
の
文
書
は
未
刊
の
た
め
か
こ
れ
ま
で
着
目
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
中

世
国
家
権
力
の
要
請
を
う
け
て
権
門
寺
院
が
行
っ
た
祈

�行
為
に
対
す
る
供
料
（
経
費
）
が
、
ど
こ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
由

し
て
支
払
わ
れ
た
か
を
知
り
う
る
好
個
の
史
料
で
あ
る
。

〈
史
料
Ａ
〉
○
折
紙

「
此
分

（
第
二
文
書
）

可
被
進
候
、

貞
国

（
伊
勢
）（
花
押
）

満
政

（
赤
松
）（
花
押
）

禅
住
坊

」

清
滝

（
第
一
文
書
）

宮
護
摩

理
性
院
」
供
料
千
疋

臨
時
可
被
」
下
行
候
也
、」
恐
々
謹
言
、

五
月

永
享
十
一十
日

定
親

伊
勢

（
伊
勢
貞
国
）
守
殿
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〈
史
料
Ｂ
〉
○
折
紙

若
君
様
御
祈

�」
護
摩
御
供
料
之
」
事
、
弐
拾
貫
文
可
」
被
渡
申
理
性
院
殿
」
御
使
之
由
候
也
、

恐
々
謹
言
、

○
「
理
性
」
の
文
字
の
下
に

二
月

永
享
十
二十
七
日

貞
国

（
伊
勢
）（
花
押
）

抹
消
の
痕
跡
あ
り

満
政

（
赤
松
）（
花
押
）

正
実
坊

右
に
掲
げ
た
文
書
の
名
に
つ
い
て
は
、
既
刊
の
調
査
報
告
書
に
よ
れ
ば
、

（
２
）〈
史
料
Ａ
〉
は
「
室
町
幕
府
政
所
清
瀧
宮
護
摩
供
料
送
進
状
」

と
、
さ
ら
に
〈
史
料
Ｂ
〉
は
「
伊
勢
貞
国
等
連
署
若
君
御
祈

�護
摩
供
料
送
進
状
」
と
命
名
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
双
方
と
も
、
こ
の

文
書
名
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
の
機
能
と
役
割
を
正
確
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。
結
論
的
に
い
う
と
、
こ
の
二
通

の
文
書
は
、
二
様
の
命
令
を
う
け
て
行
わ
れ
た
国
家
祈

�の
供
料
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
所
管
の
部
署
を
経
由
し
て
、
最
終
的
に
ど

こ
か
ら
支
払
わ
れ
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
史
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
の
文
書
の
性
格
に
着
目
し
て
、
そ
の
発
給
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
背
後
に
秘
め
ら

れ
た
国
家
の
祈

�と
幕
府
財
政
の
関
係
、
ひ
い
て
は
室
町
前
期
政
治
史
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
よ
す
が
と
し
た
い
。

室
町
前
期
の
国
家
祈

�と
幕
府
財
政
（
森
）
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二
文
書
の
性
格

最
初
に
個
々
の
文
書
に
つ
い
て
、
解
説
を
試
み
よ
う
。

ま
ず
〈
史
料
Ａ
〉
で
あ
る
。
〈
史
料
Ａ
〉
は
二
つ
の
文
書
が
複
合
す
る
形
で
で
き
て
い
る
。

一
つ
は
「
清
滝
宮
護
摩
」
か
ら
始
ま
っ
て
、
｢
伊
勢
守
殿
｣
で
終
わ
る
｢
定
親
｣
な
る
人
物
の

発
給
文
書
。
こ
れ
を
第
一
文
書
と
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
い
ま
一
つ
は
、
袖
の
余
白
に
書
か

れ
た
、
｢
此
分
可
被
進
候
｣
か
ら
始
ま
り
、
｢
禅
住
坊
｣
で
終
わ
る
｢
貞
国
｣
｢
満
政
｣
両
人
の

連
署
の
文
書
。
こ
れ
を
第
二
文
書
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
文
書
に
登
場
す
る
言
葉
の
解
説
か
ら
始
め
よ
う
。「
清
滝
宮
」
と
は
、『
満
済
准
后
日
記
』

な
ど
で
は
｢長
尾
社
｣
と
と
も
に
セ
ッ
ト
で
登
場
す
る
醍
醐
寺
付
属
の
山
内
神
社
の
一
つ
で
、

｢
山
上
清
滝
宮
｣
と
称
さ
れ
る
、
清
滝
権
現
を
祀
る
神
聖
な
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。

（
３
）

ま
た
｢
理

性
院
｣
と
は
、
三
宝
院
や
報
恩
院
な
ど
と
並
ぶ
重
要
な
醍
醐
寺
の
院
家
の
一
つ
で
あ
り
、
東
寺

一
長
者
を
も
輩
出
し
た
名
門
で
あ
る
。

（
４
）

「
清
滝
宮
護
摩
理
性
院
」
と
は
、
清
滝
宮
で
行
わ
れ
た
護
摩

を
担
当
し
た
の
が
理
性
院
だ
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
伊
勢
守
」
お
よ
び
「
定
親
」
が
一
体
何
者
な
の
か
で
あ
る
。
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こ
の
う
ち
、
「
伊
勢
守
」
と
は
伊
勢
貞
国
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

（
５
）

伊
勢
貞
国
は
当
時
政
所
執
事
で
あ
っ
た
。

（
６
）

他
方
の
「
定
親
」
に
つ

い
て
は
の
ち
に
項
目
を
立
て
て
論
じ
た
い
。
い
ま
一
つ
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
、
祈

�の
供
料
が
ど
の
段
階
で
担
当
者
に
支
給
さ
れ
る
か
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
実
際
の
祈

�に
入
る
直
前
と
考
え
る
の
が
常
識
的
な
理
解
の
仕
方
で
あ
ろ
う
。

（
７
）

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
第
一
文
書
の
意
味
内
容
は
、
永
享
一
一
年
（
一
四
三
九
）
五
月
一
〇
日
、
｢定
親
｣な
る
人
物
が
、
醍
醐
寺
清

滝
宮
で
の
護
摩
祈

�の
供
料
（
対
価
・
費
用
と
し
て
の
供
養
料
）
千
疋
（
す
な
わ
ち
一
〇
貫
文
）
を
臨
時
支
出
と
し
て
、
祈

�を
担
当
し

た
理
性
院
に
下
行
す
る
よ
う
、「
伊
勢
守
」
伊
勢
貞
国
に
対
し
て
申
請
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
次
は
第
二
文
書
で
あ
る
。
〈
史
料
Ａ
〉
の
袖
の
余
白
の
広
さ
か
ら
み
て
、
第
二
文
書
は
こ
の
場
所
に
最
初
か
ら
書
き
込
ま
れ
る
こ

と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
第
二
文
書
は
、
｢
貞
国
｣
｢
満
政
｣
ふ
た
り
の
連
署
と
い
う
形
を
と
っ
た
差
出
で
、
宛

名
は
｢
禅
住
坊
｣
、
内
容
は
｢
此
分
可
被
進
候
｣
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
署
名
し
た
｢
貞
国
｣
と
｢
満
政
｣
と
は
、
そ
の
花
押
の
形
状
に

よ
っ
て
、
伊
勢
貞
国
と
赤
松
満
政
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
８
）

し
か
も
両
人
の
う
ち
伊
勢
貞
国
は
第
一
文
書
の
宛
所
「
伊
勢
守
殿
」
に
相

当
す
る
こ
と
か
ら
、
第
二
文
書
は
、
第
一
文
書
の
名
宛
人
政
所
執
事
伊
勢
貞
国
が
赤
松
満
政
と
連
署
し
て
、
宛
名
の
「
禅
住
坊
」
に
対
し

て
「
此
分
可
被
進
候
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
第
一
文
書
で
い
う
「
供
料
千
疋
」
を
清
滝
宮
護
摩
供
料
と
し
て
理
性
院
に
支
払
う
こ
と
を

禅
住
坊
に
指
示
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

要
す
る
に
、〈
史
料
Ａ
〉
は
、
｢定
親
｣
と
い
う
者
が
政
所
執
事
伊
勢
貞
国
に
あ
て
て
出
し
た
、
理
性
院
に
対
す
る
清
滝
宮
護
摩
供
料
千

疋
の
支
払
い
申
請
書
を
ベ
ー
ス
し
て
、
そ
の
文
書
の
袖
の
部
分
に
、
政
所
執
事
伊
勢
貞
国
が
赤
松
満
政
と
連
署
の
形
で
そ
れ
を
認
め
、
供

室
町
前
期
の
国
家
祈

�と
幕
府
財
政
（
森
）
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料
の
支
出
を
｢禅
住
坊
｣
に
あ
て
て
指
示
す
る
文
言
が
書
き
加
え
ら
れ
て
成
立
し
た
複
合
文
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
お
残
る
問
題
は
、
「
定
親
」
と
は
誰
か
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
「
禅
住
坊
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

＊

同
様
に
〈
史
料
Ｂ
〉
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。〈
史
料
Ｂ
〉
に
登
場
す
る
言
葉
の
う
ち
、「
若
君
様
」
と
は
将
軍
足
利
義
教
の
子
息
三
晴
丸

（
の
ち
の
義
成
・
義
政
）
や
義
観
、
あ
る
い
は
義
視
と
考
え
ら
れ
、

（
９
）

｢若
君
様
御
祈

�護
摩
御
供
料
｣
と
は
｢若
君
様
｣
の
た
め
の
祈

�の

護
摩
供
料
と
い
う
意
味
に
な
る
。
ま
た
差
出
人
の
｢貞
国
｣
と
｢満
政
｣
は
〈
史
料
Ａ
〉
に
登
場
す
る
伊
勢
貞
国
お
よ
び
赤
松
満
政
で
あ

る
。
｢理
性
院
｣
は
前
出
、
宛
名
の
｢正
実
坊
｣
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

要
す
る
に
、〈
史
料
Ｂ
〉
は
複
合
文
書
で
は
な
い
が
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
｢若
君
様
｣
の
た
め
の
祈

�護
摩
の
供
料
二
〇
貫
文
を
、

担
当
し
た
醍
醐
寺
理
性
院
の
使
者
に
｢渡
申
｣、
つ
ま
り
支
払
う
こ
と
を
｢正
実
坊
｣
に
指
示
す
る
と
い
う
も
の
。

こ
こ
で
〈
史
料
Ｂ
〉
の
内
容
理
解
の
た
め
に
最
高
の
参
考
と
な
る
史
料
記
事
が
、
相
国
寺
鹿
苑
院
蔭
凉
軒
主
の
公
用
日
記
『
蔭
凉
軒
日

録
』
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
正
月
一
四
日
条
に
見
ら
れ
る
。

（

�）

関
係
部
分
の
み
を
以
下
に
引
用
す
る
。

来
十
六
日
大
般
若
可
如
恒
否
、
伺
之
、
比
丘
尼
・
諸
長
老
参
賀
之
後
、
可
始
之
由
、
被
仰
出
、
同
御
布
施
之
事
、
伺
之
、
以
播
磨
守

（
赤
松
満
政
）・

伊
勢
守

（
伊
勢
貞
国
）

書
下
而
、
正
実
坊
命
之
、

六
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注
目
す
べ
き
は
、
蔭
凉
職
の
季
瓊
真
蘂
が
、
来
る
一
六
日
の
大
般
若
経
の
法
会
を
い
つ
も
の
よ
う
に
行
う
べ
き
か
否
か
を
（
将
軍
足
利

義
教
に
）
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
開
催
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
布
施
の
料
足
（
費
用
）
に
つ
い
て
伺
い
、
赤
松
満
政
と
伊
勢

貞
国
の
連
署
の
｢
書
下
｣
を
も
っ
て
、
｢
正
実
坊
｣
に
料
足
の
下
行
を
命
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
料
足
を
支
出
す
る
た
め
の
手

続
き
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
『
蔭
凉
軒
日
録
』
に
み
ら
れ
る
料
足
下
行
の
た
め
の
手
続
き
と
、
さ
き
の
〈
史
料
Ｂ
〉
の
｢若
君
様
御
祈

�護
摩
御
供
料
｣
二
〇

貫
文
の
場
合
と
を
比
較
す
る
と
、
満
政
・
貞
国
両
人
の
連
署
と
い
い
、
正
実
坊
と
い
う
宛
名
と
い
い
、
酷
似
し
て
い
て
興
味
が
惹
か
れ
る
。

こ
の
記
事
を
参
考
に
〈
史
料
Ｂ
〉
の
性
格
を
考
え
る
と
、
〈
史
料
Ｂ
〉
は
将
軍
足
利
義
教
の
意
を
う
け
て
、
政
所
執
事
伊
勢
貞
国
と
赤

松
満
政
と
が
連
署
し
て
、
祈

�護
摩
供
料
二
〇
貫
文
の
支
出
を
「
正
実
坊
」
に
対
し
て
命
令
し
た
文
書
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

＊

再
度
〈
史
料
Ａ
〉
に
た
ち
か
え
ろ
う
。
右
述
の
こ
と
を
参
考
に
し
て
、
〈
史
料
Ａ
〉
の
複
合
文
書
の
う
ち
袖
に
記
さ
れ
た
第
二
文
書
の

性
格
を
考
え
る
と
、
第
二
文
書
は
右
に
述
べ
た
｢書
下
｣に
相
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
立
て
も
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

〈
史
料
Ａ
〉
は
｢定
親
｣
が
差
し
出
し
た
第
一
文
書
の
袖
の
部
分
に
、
略
式
に
｢書
下
｣
に
当
た
る
文
言
が
書
き
入
れ
ら
れ
た
た
め
に
、

複
合
文
書
の
形
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
進
ん
で
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
〈
史
料
Ｂ
〉
が
複
合
文
書
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
〈
史
料
Ｂ
〉
の
命
令
の
出
所
が

将
軍
で
あ
っ
た
か
ら
、
〈
史
料
Ａ
〉
で
い
う
第
一
文
書
に
あ
た
る
も
の
が
存
在
し
な
い
故
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
修
法
を
担
当
し
た
の
は

室
町
前
期
の
国
家
祈

�と
幕
府
財
政
（
森
）
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と
も
に
醍
醐
寺
理
性
院
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、〈
史
料
Ａ
〉
の
発
給
に
は
公
武
統
一
政
権
の
媒
介
項
と
も
称
す
べ
き
｢伝
奏
｣、
就
中
「
御

祈
伝
奏
」
中
山
定
親
が
か
か
わ
っ
た
の
に
対
し
て
（
中
山
定
親
の
｢御
祈
伝
奏
｣
に
つ
い
て
は
後
述
）、〈
史
料
Ｂ
〉
で
は
｢若
君
様
御
祈

�護
摩
｣
の
願
主
は
直
接
的
に
幕
府
（
そ
の
中
心
た
る
将
軍
）
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
、
発
意
し
た
主
体
と
そ
れ
に
伴
う
事
務
的
手
続

き
の
相
異
が
原
因
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

三
｢定

親
｣
の
こ
と

以
上
の
よ
う
な
推
定
を
ふ
ま
え
て
、
次
に
〈
史
料
Ａ
〉
の
第
一
文
書
の
差
出
人
｢定
親
｣
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
永
享
一
〇
年
代
に
お

い
て
「
定
親
」
と
い
う
と
、
真
っ
先
に
中
山
定
親
が
想
起
さ
れ
る
。
言
わ
ず
と
知
れ
た
「

�戒
記
」
の
記
主
で
あ
る
。
中
山
定
親
に
つ
い

て
調
べ
る
と
、
年
別
の
公
卿
一
覧
と
い
う
べ
き
『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
、
定
親
は
永
享
一
一
年
（
一
四
三
九
）
段
階
で
、
「
参
議
・
従

二
位
・
左
中
将
」
の
官
位
に
あ
り
、
年
齢
は
三
九
才
と
な
る
。

（
�）

し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
根
拠
と
し
て
不
十
分
な
の
で
、
確
証
と
な
る
史
料
を
検
出
す
べ
く
「

�戒
記
」
を
調
査
す
る
と
、『

�戒
記
四
』

に
永
享
年
間
と
思
わ
れ
る
無
年
号
の
「
十
二
月
卅
日
」
と
「
三
月
廿
一
日
」
の
中
山
定
親
書
状
（
原
本
）
二
点
の
自
署
｢定
親
｣が
収
録
さ

れ
て
い
る
の
に
気
づ
く
。

（

�）

そ
こ
で
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
の
写
真
帳
に
よ
っ
て
そ
の
自
署
の
筆
跡
と
〈
史
料
Ａ
〉
の
差
出
書
「
定

親
｣
の
そ
れ
と
を
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
前
者
が
後
者
に
比
し
て
か
な
り
の
行
書
で
あ
る
た
め
に
、
全
体
的
な
筆
運
び
の
感
じ
は
似
て

六
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は
い
る
が
、
断
定
す
る
の
は
や
は
り
困
難
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

な
ら
ば
と
い
う
こ
と
で
、
『

�戒
記
』
の
記
事
中
に
何
ら
か
の
手
が
か
り
と
な
る
史
料
所
見
を
探
し
て
み
る
と
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵

「

�戒
記
」
永
享
九
年
八
月
二
七
日
条
（
現
在
で
は
未
刊
行
）
に
み
え
る
以
下
の
記
事
が
目
に
と
ま
る
。

御
輿
御
修
理
要
脚
事
、
折
紙
下
知
伊
勢
守
貞
国
了
、（
割
注
を
略
す
）

御
輿
御
修
理
要
脚
事
、
万
五
百
七
十
疋
可
被
下
□
□
□
如
件
、

八
月

永
享
九
廿
七
日

○
中
山
定
親
の
署
名
な
し

伊
勢
守
殿

（
伊
勢
貞
国
）

右
の
記
事
は
、『

�戒
記
』
の
記
主
中
山
定
親
（
当
時
、
参
議
・
左
中
将
）
が
｢御
輿
」（
朝
廷
側
で
使
用
す
る
輿
か
）
の
修
理
の
た
め

の
費
用
と
し
て
、
一
万
五
百
七
十
疋
の
支
出
を
「
伊
勢
守
｣（
室
町
幕
府
政
所
執
事
伊
勢
貞
国
）
に
要
請
す
る
｢折
紙
｣
の
文
書
で
あ
り
、

文
書
の
用
途
と
し
て
は
〈
史
料
Ａ
〉
の
第
一
文
書
と
同
類
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
中
山
定
親
は
こ
う
し
た
朝
廷
関
係
の
費
用
調
達
の
た

め
に
幕
府
政
所
に
あ
て
て
支
出
の
要
請
を
任
務
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
例
を
傍
証
と
し
て
、
〈
史
料
Ａ
〉
の
第
一

文
書
の
差
出
人
「
定
親
」
と
は
中
山
定
親
と
み
て
支
障
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
第
二
文
書
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
、
右
の
「
折

紙
」
を
受
け
取
っ
た
政
所
執
事
伊
勢
貞
国
は
赤
松
満
政
に
諮
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
赤
松
満
政
の
地
位
と
役
割
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

室
町
前
期
の
国
家
祈

�と
幕
府
財
政
（
森
）

六
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こ
こ
で
い
ま
ひ
と
つ
合
わ
せ
考
え
る
べ
き
は
、
当
該
期
に
あ
っ
て
中
山
定
親
が
国
家
祈

�の
こ
と
を
担
当
す
る
伝
奏
、
史
料
の
表
現
を

借
り
る
と
｢御
祈
伝
奏
｣
で
あ
っ
た
事
実
で
あ
る
。
以
下
に
掲
出
す
る
の
は
『
看
聞
御
記
』
に
み
る
関
係
史
料
で
あ
る
。

（

�）

〈
永
享
八
年
一
〇
月
一
五
日
条
〉

抑
日
野
中
納
言

（
広
橋
兼
郷
）、
公
方
有
御
突
鼻
、
失
面
目
云
々
、
在
方

（
賀
茂
）卿
御
撫
物
事
云
々
、
但
条
々
不
義
以
次
被
仰
云
々
、
御
祈
伝
奏
被
改
、
今

日
中
山

（
定
親
）宰
相
中
将
ニ
被
仰
付
云
々
、

〈
永
享
八
年
一
〇
月
一
七
日
条
〉

晴
、
中
山
伝 禁
中奏
被
補
、
日
野

（
広
橋
兼
郷
）

如
申
次
可
申
沙
汰
之
由
被
仰
云
々
、
以
源
宰
相

（
綾
小
路
信
俊
）

賀
仰
、
内
裏
御
料
所
共
三
条

（
実
雅
）中
納
言
・
烏
丸
資 弁
任
可
奉

行
之
由
被
仰
、
日
野
所
領
悉
被
注
被
召
放
被
止
出
仕
云
々
、
人
間
栄
衰
眼
前
言
語
道
断
事
也
、

右
の
記
事
に
よ
っ
て
、
永
享
八
年
一
〇
月
一
七
日
に
、
幕
府
は
広
橋
兼
郷
の
伝
奏
を
止
め
、
中
山
定
親
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
た
事
実

が
知
ら
れ
、
定
親
は
一
七
日
条
の
記
事
の
表
現
を
借
り
る
と
、
こ
と
さ
ら
「
日
野
如
申
次
可
申
沙
汰
之
由
」
、
つ
ま
り
広
橋
（
日
野
）
兼

郷
が
こ
れ
ま
で
申
次
い
だ
よ
う
に
申
沙
汰
せ
よ
、
と
下
命
さ
れ
て
い
る
。
新
伝
奏
中
山
定
親
は
前
伝
奏
広
橋
兼
郷
の
役
割
を
そ
っ
く
り
引

き
継
い
だ
わ
け
で
あ
る
。
伝
奏
と
は
も
と
も
と
治
天
下
へ
の
奏
事
や
勅
命
の
下
達
な
ど
を
職
務
と
し
た
公
家
の
制
度
で
あ
っ
た
が
、
足
利

義
満
政
権
の
も
と
で
は
義
満
の
意
思
を
も
奉
ず
る
伝
奏
が
現
れ
、
公
武
に
両
属
す
る
形
を
と
っ
て
「
室
町
殿
」
が
公
武
統
一
政
権
の
主
催

六
四
〇

（10）



者
と
し
て
権
力
を
行
使
す
る
制
度
的
装
置
と
し
て
機
能
し
た
。

右
掲
記
事
の
う
ち
、
一
五
日
条
の
記
事
に
は
、
前
伝
奏
広
橋
兼
郷
の
職
務
と
し
て
「
御
祈
伝
奏
」
と
み
え
、
こ
の
役
目
が
中
山
定
親
に

引
き
継
が
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
一
七
日
条
の
記
事
に
は
、
定
親
が
「
伝 禁
中奏
」
に
補
さ
れ
、
兼
郷
と
同
じ
よ
う
に
申
次
を
せ

よ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
「
御
祈
伝
奏
」
と
｢
伝 禁
中奏
｣
と
は
実
体
と
し
て
は
同
じ
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
う

少
し
限
定
し
た
言
い
方
を
す
れ
ば
、
禁
中
関
係
の
事
項
で
祈

�に
か
か
わ
る
事
柄
は
中
山
定
親
の
伝
奏
す
る
と
こ
ろ
と
い
う
よ
う
な
意
味

に
な
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
中
山
定
親
が
永
享
一
一
年
五
月
に
清
滝
宮
で
の
修
法
に
関
し
て
〈
史
料
Ａ
〉
第
一
文
書
を
発
給
し
た
の
は
、

彼
が
当
該
時
点
で
｢御
祈
伝
奏
｣で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
幕
府
政
所
と
公
方
御
倉

こ
こ
で
幕
府
政
所
と
公
方
御
倉
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
幕
府
政
所
の
役
割
・
機
能
や
納
銭

方
・
公
方
御
倉
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
の
探
究
を
通
し
て
、
広
く
室
町
幕
府
の
政
治
と
経
済
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
を
ま
と
め
た
桑

山
浩
然
『
室
町
幕
府
の
政
治
と
経
済
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
五
月
）
が
あ
り
、
本
稿
に
と
っ
て
も
参
考
に
な
る
点
が
少
な
く
な

い
。同
著
書
に
お
い
て
桑
山
氏
は
、
幕
府
政
所
と
公
方
御
倉
の
関
係
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
ま
ず
室
町
幕
府
政
所
の
機

室
町
前
期
の
国
家
祈

�と
幕
府
財
政
（
森
）
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能
と
役
割
に
つ
い
て
、

政
所
の
取
り
扱
う
事
案
は
将
軍
家
の
家
務
と
、
鎌
倉
時
代
の
制
を
受
け
継
ぐ
｢雑
務
公
事
｣で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
将
軍
家
の
所
領

支
配
、
幕
府
財
産
の
管
理
・
出
納
、
酒
屋
・
土
倉
な
ど
へ
の
規
制
や
賦
課
、
分
一
徳
政
令
に
付
随
す
る
課
徴
金
の
徴
収
や
文
書
の
発

給
、
利
銭
・
為
銭
・
質
・
預
物
な
ど
の
裁
判
な
ど
で
あ
る
。

（

�）

と
概
括
し
た
う
え
で
、
公
方
御
倉
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

幕
府
の
財
産
を
預
か
っ
て
い
る
者
が
｢
御
倉
｣
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
御
倉
」

「
禁
裏
御
倉
」
に
対
す
れ
ば
、

「
公
方
御
倉
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る

と
は
、「
幕
府
の
財
産
を
管
理
し
て
い
る
土
蔵
の
一
群
で
あ
る
」
と
規
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（

�）

文
中
の
「
幕
府
の
財
産
」
に
つ
い
て
桑
山
氏
の
理
解
を
も
う
少
し
探
る
と
、
同
氏
は
「
幕
府
経
済
の
中
核
を
為
す
料
所
・
守
護
出
銭
・

地
頭
御
家
人
役
や
、
酒
屋
土
倉
役
等
」

（

�）

と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
｢幕
府
の
財
産
｣と
は
具
体
的
に
は
、
料
所
か
ら
の
収
入
、
守
護
か
ら
の
出

銭
、
地
頭
御
家
人
役
と
し
て
の
収
入
、
京
都
の
酒
屋
・
土
倉
役
と
し
て
の
課
税
収
入
な
ど
、
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
幕
府
政
所
と
公
方
御
倉
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
｢
幕
府
財
産
の
管
理
・
出
納
を
掌
っ
て
い
た
公
方
御
倉
に
関
し
て
、
そ
れ
（
公

六
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方
御
倉
の
こ
と
＝
引
用
者
注
）
を
幕
府
の
外
郭
機
関
と
規
定
し
｣

（

�）

て
お
り
、
ま
た
「
公
方
御
倉
は
洛
中
の
土
倉
の
う
ち
特
定
の
も
の
〈
複

数
〉
が
幕
府
と
特
殊
な
関
係
を
結
び
、
幕
府
財
産
の
管
理
・
運
営
に
当
た
る
も
の
で
あ
」

（

�）

り
、
｢
幕
府
の
側
で
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
政
所
で
あ
る
」

（

�）

と
か
、
「
ま
ず
洛
中
の
有
力
土
倉
が
納
銭
方
と
し
て
幕
府
は
把
握
さ
れ
、
幕
府
は
そ
の
土
倉
を

公
方
御
倉
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」

（

�）

な
ど
の
記
述
か
ら
み
て
、
桑
山
氏
の
理
解
の
骨
子
は
、
公
方
御
倉
と
は
、
室

町
幕
府
の
収
入
・
支
出
全
般
を
担
当
す
る
外
郭
機
関
と
し
て
の
金
庫
番
で
あ
り
、
自
ら
も
洛
中
で
本
来
の
業
務
と
し
て
の
金
融
業
を
営
み

な
が
ら
、
特
に
支
出
の
面
で
い
う
と
、
公
方
と
称
さ
れ
た
室
町
殿
の
政
治
・
軍
事
・
宗
教
な
ど
広
い
範
囲
に
わ
た
る
公
的
行
為
の
必
要
経

費
を
規
定
さ
れ
た
手
続
き
に
の
っ
と
っ
て
決
済
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

問
題
の
ひ
と
つ
は
、
公
方
御
倉
に
支
払
い
を
命
ず
る
た
め
の
手
続
き
の
あ
り
よ
う
で
あ
っ
て
、
一
番
最
後
に
公
方
御
倉
の
だ
れ
か
に
充

て
て
支
払
い
命
令
書
が
出
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
支
払
い
命
令
書
が
ど
の
よ
う
な
形
を
と
る
か
は
一
考
を
要
し
よ
う
。
本
来
的
に
公
方

御
倉
を
指
揮
監
督
す
る
立
場
に
あ
る
幕
府
政
所
の
責
任
者
た
る
執
事
が
署
判
者
の
一
人
と
し
て
関
与
す
る
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
け
れ
ど

も
、
政
所
執
事
の
ほ
か
に
、
た
と
え
ば
、
〈
史
料
Ａ
〉
や
〈
史
料
Ｂ
〉
に
見
る
赤
松
満
政
の
よ
う
な
、
時
の
政
権
中
枢
の
権
力
を
反
映
し

た
人
物
が
入
り
込
む
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

ち
な
み
に
〈
史
料
Ａ
〉〈
史
料
Ｂ
〉
に
登
場
す
る
公
方
御
倉
「
禅
住
坊
」
｢正
実
坊
｣
に
つ
い
て
は
、
桑
山
浩
然
氏
や
下
坂
守
氏
ら
の
研

究
が
あ
り
、

（

�）

そ
れ
ら
に
よ
る
と
山
門
配
下
の
｢
山
徒
｣
の
身
分
で
、
他
の
複
数
の
同
業
者
と
と
も
に
京
中
で
｢
土
倉
｣
（
金
融
業
）
を
営

ん
で
い
た
。
こ
の
う
ち
「
禅
住
坊
」
は
『
満
済
准
后
日
記
』『
建
内
記
』
な
ど
に
散
見
し
て
い
る
が
、『
満
済
准
后
日
記
』
に
お
い
て
は
応

室
町
前
期
の
国
家
祈

�と
幕
府
財
政
（
森
）
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永
三
二
年
七
月
二
七
日
条
に
初
見
し
（
こ
の
時
す
で
に
公
方
関
係
で
経
済
活
動
に
関
与
し
て
い
る
）
、

（

�）

同
三
三
年
正
月
二
八
日
条
に
は

「
山
徒
」
の
「
善

（
禅
）住
坊
」
が
「
一
条
猪
熊
」
に
店
舗
を
構
え
、「
小
家
廿
余
間
」
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（

�）

ま
た
公
方
御

倉
と
の
関
係
で
い
う
と
、
『
康
富
記
』
正
長
二
年
八
月
二
一
日
条
に
「
禅
住
坊
公
方
御
倉
」
と
の
史
料
表
記
が
見
え
て
い
る
。

（

�）

な
お
『
兼
宣
公

記
』
に
は
こ
れ
ら
よ
り
時
期
的
に
少
し
早
く
、
応
永
三
〇
年
五
月
二
四
日
条
に
「
禅
住
坊
」
の
動
向
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

（

�）

他
方
、
正
実
坊
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
正
実
坊
」
の
史
料
上
の
初
見
が
応
永
元
年
の
『
日
吉
社
室
町
殿
御
社
参
記
』
（
『
続
群
書
類
従
』

第
二
輯
下
に
収
録
）
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
在
京
衆
」
と
呼
ば
れ
京
都
に
住
む
土
倉
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
山
門
の
勢
力
下
に
あ
っ
た

こ
と
、
永
享
頃
以
降
に
あ
っ
て
は
い
わ
ゆ
る
「
土
倉
」
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
、
か
つ
正
実
坊
は
た
だ
単
な
る
公
方
御
倉
で
あ
っ
た
の
で

は
な
く
、
納
銭
方
御
倉
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
、
な
ど
が
桑
山
浩
然
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（

�）

五
公
方
御
倉
へ
の
経
費
支
出
手
続
き

次
に
、
幕
府
財
政
か
ら
の
経
費
の
支
出
手
続
き
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
よ
う
。
幕
府
の
金
庫
と
い
う
べ
き
公
方
御
倉
か
ら
公
武
の
諸
行

事
の
費
用
を
支
払
う
場
合
、
一
体
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
踏
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を
調
べ
よ
う
と
す
る
と
き
、
比
叡

山
の
大
衆
の
一
部
で
あ
る
「
山
徒
」
の
経
済
活
動
の
一
環
と
し
て
、
土
倉
の
存
在
形
態
に
注
目
し
た
下
坂
守
氏
の
研
究
成
果
が
大
い
に
参

考
と
な
る
。
下
坂
氏
は
、
そ
の
著
書
『
中
世
寺
院
社
会
の
研
究
』
（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
）
に
お
い
て
、
公
方
御
倉
の
経

六
四
四
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済
活
動
の
実
態
を
山
徒
の
側
か
ら
深
く
え
ぐ
り
、
公
方
御
倉
の
幕
府
経
済
全
体
に
し
め
る
大
き
な
役
割
を
明
ら
か
し
た
。

（

�）

下
坂
氏
は
右
の
著
書
の
な
か
で
、「
公
方
御
倉
か
ら
の
支
出
経
過
が
具
体
的
に
わ
か
る
も
の
を
集
め
」、
一
覧
表
に
整
理
し
た
う
え
で
、

「
公
方
御
倉
か
ら
の
支
出
に
関
し
て
は
一
定
の
管
理
体
制
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
」
と
し
、「
支

出
の
際
の
手
続
き
を
分
類
す
る
と
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
」

（

�）

と
述
べ
、
以
下
に
示
す
三
と
お
り
の
手
続
き
を
挙
示
し
た
。

（
１
）
切
符
（
公
方
御
倉
に
あ
て
た
伝
奏
の
＝
筆
者
注
）

↓下
書

↓公
方
御
倉

（
２
）（
切
符
〈
幕
府
の
当
該
儀
式
の
財
政
担
当
奉
行
に
あ
て
た
伝
奏
の
＝
筆
者
注
〉

↓）
切
符
（
財
政
担
当
奉
行
が
新
た
に
発
し
た

公
方
御
倉
あ
て
の
＝
筆
者
注
）
↓下

書

↓公
方
御
倉

（
３
）
請
取

↓下
書

↓公
方
御
倉

最
初
に
下
坂
氏
の
言
葉
を
借
り
て
、
用
語
の
説
明
を
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
「
切
符
」
と
は
、
伝
奏
な
ど
が
発
給
す
る
「
公
方
御
倉
に

支
払
い
を
求
め
る
通
達
状
」
の
こ
と
で
、
こ
の
「
切
符
」
に
は
「
通
常
、
支
払
わ
れ
る
銭
貨
の
使
途
お
よ
び
支
払
い
先
が
記
さ
れ
」、「
折

紙
を
も
っ
て
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
た
め
、
た
ん
に
「
折
紙
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
。
」
「
ま
た
切
符
の
袖
に
は
、

「
下
書
」
と
呼
ば
れ
る
支
払
い
を
認
可
す
る
幕
府
の
奉
行
人
の
署
判
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
」
さ
ら
に
｢
下
書
｣
と
は
、
「
切

符
」
の
袖
に
書
き
付
け
ら
れ
る
「
支
払
い
を
認
可
す
る
幕
府
の
奉
行
人
の
署
判
」
の
こ
と
で
あ
る
。

（

�）

室
町
前
期
の
国
家
祈

�と
幕
府
財
政
（
森
）
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で
は
、
こ
こ
で
実
際
に
当
時
の
史
料
に
即
し
て
、
右
に
示
し
た
公
方
御
倉
か
ら
経
費
を
引
き
出
す
た
め
の
手
続
き
に
つ
い
て
、
具
体
的

に
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
以
下
に
示
す
事
例
は
、
同
時
代
の
公
家
万
里
小
路
時
房
の
日
記
「
建
内
記
」
の
嘉
吉
元
年
四
月
七
日

条
に
見
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
（
大
日
本
古
文
書
『
建
内
記
三
』）。

賀
茂
祭
惣
用
事
、
又
以
状
催
促
大
和
守
（
飯
尾
貞
連
＝
政
所
執
事
代
）
許
、
自
方
々
尋
来
之
故
也
、
報
云
、
已
加
下
知
了
、
可
被
仰

定
光
坊
（
康
尊
＝
公
方
御
倉
）
者
、
仍
隨
請
取
到
来
、
書
出
切
符
了
、
子
細
載
別
帖
、

両
奉

武
家
行
書
下
未
到
之
由
、
定
光
坊
申
之
、
仍
示
遣
大
和
守

（
飯
尾
貞
連
）許
、
書
下
先
日
予
状

袖
載
之
到
来
、
貞
連

（
飯
尾
大
和
守
）

即
書
之
載
判
、
合
奉
行
松
田
九
郎
左
衛
門

尉
貞
寛
本
名
貞
親
也
、

改
名
歟

（
幕
府
奉
行
人
）
合
判
事
示
遣
之
、
次
遣
定
光
坊
了
、
其
後
定
光
坊
下
行
也
、

右
の
記
事
は
、
こ
の
年
の
賀
茂
祭
の
経
費
の
調
達
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
が
、
嘉
吉
元
年
四
月
当
時
、
当
日
記
の
記
主
万
里
小
路
時
房

は
三
人
の
「
伝
奏
」
の
う
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
、

（

�）

ま
た
飯
尾
大
和
守
貞
連
が
現
職
の
政
所
執
事
代
で
あ
っ
た
こ
と （

�）を
念
頭
に
お
い
て
、

記
事
の
な
か
に
登
場
す
る
手
続
き
文
書
の
流
れ
を
追
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
伝
奏
万
里
小
路
時
房
が
「
賀
茂
祭
惣
用
事
」
に
関
し
て
政
所
執
事
代
飯
尾
大
和
守
貞
連
に
対
し
て
出
し
た
「
状
」
で
あ
る
。
こ
の

「
状
」
に
つ
い
て
は
同
日
記
嘉
吉
元
年
四
月
二
日
の
条
に
写
し
と
ら
れ
て
お
り
、

（
�）

文
面
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

六
四
六
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賀
茂
祭
惣
用
事
、
任
例
可
令
申
沙
汰
給
候
、
謹
言
、

四
月

（
嘉
吉
元
年
）
二
日

時
房

飯
尾

（
貞
連
）大
和
守
殿

こ
の
ケ
ー
ス
を
先
の
下
坂
氏
が
示
し
た
三
つ
の
ル
ー
ト
と
比
較
す
る
と
、
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
「
建
内
記
」
四
月
七
日
記
事
に
見
る
「
状
」
（
別
の
個
所
で
は
「
予
状
」
）
と
は
、
下
坂
氏
の
い
う
「
切
符
」
に
当
た
ろ
う
。
こ
の

「
切
符
」
を
受
け
た
飯
尾
貞
連
は
そ
の
こ
と
を
了
解
し
た
旨
の
「
請
取
」
を
時
房
に
届
け
た
の
で
、
時
房
は
公
方
御
倉
定
光
坊
に
あ
て
て

別
途
「
切
符
」
を
書
き
送
っ
た
。
す
で
に
こ
こ
で
時
房
は
二
通
の
「
切
符
」
を
発
し
て
い
る
。
さ
ら
に
定
光
坊
か
ら
「
未
到
」
と
い
う
報

告
を
う
け
た
時
房
の
催
促
に
応
じ
て
飯
尾
貞
連
か
ら
届
け
ら
れ
た
「
書
下
」（「
両
奉

武
家
行
書
下
」
と
も
。
こ
の
場
合
、
未
到
だ
と
の
連
絡
は

定
光
坊
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
「
書
下
」
は
本
来
定
光
坊
に
宛
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
か
）
と
は
、
時
房
が
四
月
二
日
に
飯
尾

貞
連
に
発
し
た
「
状
」
の
袖
の
部
分
に
、
貞
連
と
合
奉
行
松
田
貞
寛
と
が
連
署
の
か
た
ち
で
認
可
の
旨
を
書
き
付
け
た
も
の
で
あ
っ
た

（
史
料
表
現
で
は
「
先
日
予
状
袖
載
之
」）。
こ
の
認
可
の
部
分
は
、
下
坂
氏
の
い
う
「
下
書
」
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
時
房
は
こ
の
「
書
下
」

を
定
光
坊
に
遣
し
、
定
光
坊
か
ら
経
費
の
支
弁
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
四
月
七
日
記
事
に
見
る
ケ
ー
ス
は
、
下
坂
氏
の

示
し
た
三
つ
の
手
続
き
の
う
ち
、
（
１
）
の
変
形
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
変
形
と
い
う
の
は
、
最
初
の
時
房
の
｢
切
符
」
（
四
月
二
日
条

に
収
載
）
が
公
方
御
倉
で
は
な
く
政
所
執
事
代
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
点
で
（
１
）
と
は
相
違
し
、
さ
ら
に
そ
の
時
房
の
「
切
符
」
の
袖
に

室
町
前
期
の
国
家
祈

�と
幕
府
財
政
（
森
）
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政
所
執
事
代
と
合
奉
行
と
が
連
署
の
か
た
ち
で
「
下
書
」
を
書
き
加
え
て
い
る
点
で
（
１
）
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

六
国
家
祈

�と
幕
府
財
政

伊
勢
貞
国
・
赤
松
満
政

以
上
の
こ
と
を
参
考
に
し
て
、
本
論
に
戻
ろ
う
。
右
に
示
し
た
ケ
ー
ス
は
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
四
月
の
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
冒

頭
に
示
し
た
永
享
一
一
年
（
一
四
三
九
）
の
〈
史
料
Ａ
〉
、
そ
の
翌
年
の
〈
史
料
Ｂ
〉
の
場
合
と
比
較
す
る
と
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
支
出
の
用
途
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
み
る
と
、〈
史
料
Ａ
〉〈
史
料
Ｂ
〉
の
用
途
が
「
清
滝
宮
護
摩
」
お
よ
び
「
若
君
様
御

祈

�護
摩
」
、
つ
ま
り
祈

�関
係
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
下
坂
氏
が
整
理
し
た
一
覧
表
に
示
さ
れ
た
「
賀
茂
祭
惣
用
等
」
等
の
京

都
の
祭
礼
・
公
武
の
儀
式
の
事
例
と
異
な
っ
て
い
る
。
下
坂
氏
が
一
覧
表
に
整
理
し
た
「
下
書
署
判
者
」
の
な
か
に
、
政
所
執
事
伊
勢
氏

や
赤
松
満
政
の
名
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
右
に
示
し
た
「
建
内
記
」
嘉
吉
元
年
四
月
七
日
記
事
の
ケ
ー
ス
で
い
う
と
、
こ

の
ケ
ー
ス
は
い
わ
ゆ
る
嘉
吉
の
乱
（
足
利
義
教
弑
逆
事
件
、
嘉
吉
元
年
六
月
）
以
前
に
属
す
る
の
で
、
い
ま
だ
足
利
義
教
の
支
配
体
制
は

い
ち
お
う
維
持
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

右
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
推
測
す
る
と
、
将
軍
足
利
義
教
の
支
配
体
制
下
に
あ
っ
て
は
、
公
方
御
倉
か
ら
経
費
支
出
を
要
請
す
る
さ
い
、

祭
礼
・
儀
式
の
場
合
と
国
家
祈

�の
そ
れ
と
で
は
そ
の
手
続
き
の
方
法
が
異
な
っ
て
い
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

六
四
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国
家
祈

�の
供
料
等
の
経
費
を
公
方
御
倉
か

ら
支
出
さ
せ
る
場
合
、
政
所
執
事
伊
勢
貞
国

と
将
軍
近
習
赤
松
満
政
の
両
人
が
そ
の
認
可

業
務
を
専
管
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
す
で
に
二
で
の
べ
た
『
蔭
凉
軒
日
録
』

嘉
吉
元
年
正
月
一
四
日
条
に
み
る
大
般
若
経

会
の
布
施
調
達
の
さ
い
、
赤
松
満
政
と
伊
勢

貞
国
連
署
の
「
書
下
」
が
出
た
事
実
は
、
そ

れ
を
両
人
の
独
自
の
業
務
遂
行
の
一
環
と
理

解
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

お
な
じ
こ
と
を
将
軍
足
利
義
教
の
側
か
ら

み
る
と
、
国
家
祈

�の
た
め
の
経
費
を
幕
府

財
政
か
ら
支
出
さ
せ
る
と
き
、
足
利
義
教
は

政
所
執
事
伊
勢
貞
国
と
将
軍
の
近
習
赤
松
満

政
を
と
お
し
て
こ
れ
を
行
わ
せ
て
い
る
か
ら
、

室
町
前
期
の
国
家
祈

�と
幕
府
財
政
（
森
）
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大
河
内

右
馬
助

伊
予
守

号
大
河
内

刑
部
大
輔

播
磨
守

播
磨
守

義
祐

有
馬

高坂好『中世播磨と赤松氏』（臨川書店 1991.11）／『尊卑分脈』四／
『続群書類従』六輯上などによる。



要
す
る
に
、
義
教
は
両
人
を
媒
介
と
し
て
国
家
祈

�の
た
め
の
財
政
支
出
を
さ
せ
る
方
式
を
採
用
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
。

下
坂
氏
が
整
理
し
た
祭
礼
・
儀
式
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
政
所
執
事
代
が
「
下
書
署
判
者
」
と
し
て
頻
出
す
る
の
に
比
し
、
こ
こ
で

は
政
所
執
事
が
登
場
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
想
起
さ
れ
る
の
は
桑
山
氏
の
政
所
執
事
と
政
所
執
事
代
と
の

相
違
に
つ
い
て
の
意
見
で
あ
る
。
桑
山
氏
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

（

�）

す
こ
し
長
い
け
れ
ど
も
簡
略
化
し
が
た
い
の
で
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引

用
す
る
。

執
事
は
、
義
満
の
時
代
に
伊
勢
照
禅
（
貞
継
）
が
こ
れ
に
任
ぜ
ら
れ
て
以
来
、
代
々
伊
勢
氏
の
独
占
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の

代
官
が
政
所
代
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
も
ま
た
蜷
川
氏
が
世
襲
的
に
勤
め
た
。
一
方
、
執
事
代
は
侍
所
で
あ
れ
ば
開
闔
に
相
当

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
政
所
寄
人
の
筆
頭
に
位
す
る
も
の
で
あ
る
。
執
事
・
政
所
代
の
固
定
的
・
世
襲
的
な
体
制
に
対
し
て
、

執
事
代
は
（
中
略
）
清
・
飯
尾
・
治
部
・
斎
藤
・
布
施
・
松
田
・
諏
訪
氏
ら
幕
府
奉
行
衆
を
構
成
す
る
家
柄
か
ら
庶
務
に
堪
能
な
者

が
撰
ば
れ
る
慣
例
と
な
っ
て
い
た
。
執
事
代
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
れ
ら
諸
氏
は
、
系
譜
的
に
言
え
ば
い
ず
れ
も
鎌
倉
幕
府
以
来
の
吏
僚

の
家
で
あ
っ
て
、
故
実
に
精
通
し
、
文
書
発
給
な
ど
の
事
務
に
堪
能
で
あ
っ
た
。
当
時
の
万
事
に
故
実
先
例
を
重
ん
ず
る
風
の
強
い

中
に
あ
っ
て
は
、
彼
ら
の
家
が
幕
府
の
事
務
担
当
者
と
し
て
固
定
化
す
る
の
は
必
然
の
勢
い
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
伊
勢
家
は
（
中

略
）
元
来
は
足
利
氏
の
譜
代
の
家
臣
の
一
人
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、（
中
略
）
何
代
に
も
わ
た
っ
て
将
軍
の
養
育
に
あ
た
っ
て
お
り
、

六
五
〇

（20）



将
軍
に
と
っ
て
は
「
育
て
の
親
」
的
な
立
場
か
ら
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
も
の
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
な
伊
勢
氏
の
性
格
は
、
古
い
伝

統
を
誇
る
奉
行
衆
と
は
ま
っ
た
く
肌
合
い
の
違
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
執
事
と
そ
の
代
理
者
た
る
執
事
代
と
い
う
形
式

的
な
関
係
か
ら
は
出
て
こ
な
い
両
者
の
機
能
が
分
化
し
て
い
く
萌
芽
は
こ
の
辺
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

右
の
政
所
執
事
と
政
所
執
事
代
の
系
譜
や
機
能
・
役
割
の
違
い
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
足
利
義
教
が
譜
代
的
性
格
の
強
い
政
所
執
事
伊

勢
貞
国
を
、
近
習
赤
松
満
政
と
と
も
に
国
家
祈

�と
幕
府
財
政
と
が
交
差
す
る
業
務
を
管
轄
す
る
重
要
な
ポ
ス
ト
に
据
え
た
意
味
を
考
え

る
と
、
そ
こ
に
足
利
義
教
の
強
い
政
治
的
意
志
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
将
軍
足
利
義
教
は
国
家
の
祈

�

修
法
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
そ
の
経
費
（
供
料
）
を
調
達
す
る
公
方
御
倉
を
管
轄
す
る
ポ
ス
ト
に
伊
勢
貞
国
･
赤
松
満
政
と
い
う
人
物
、

つ
ま
り
将
軍
に
近
い
直
臣
を
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
修
法
経
費
の
調
達
を
直
接
的
に
掌
握
し
よ
う
と
意
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

将
軍
足
利
義
教
の
時
代
の
政
治
と
文
化
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
「
近
習
」

（

�）

と
し
て
働
い
た
赤
松
満
政
の
役
割
に
つ
い
て
の
検
討
は
避
け

て
と
お
れ
な
い
。

（

�）

赤
松
満
政
に
か
か
る
諸
問
題
が
、
こ
の
時
代
の
有
力
守
護
家
赤
松
氏
の
族
的
問
題
は
も
と
よ
り
、
幕
府
―
守
護
体
制
の

諸
問
題
を
考
え
る
場
合
の
き
わ
め
て
重
要
な
カ
ギ
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
本
稿
に
お
い
て
詳
論
す
る
余
裕
は
な

い
の
で
、
本
格
的
な
考
察
は
別
稿
に
委
ね
た
い
。

最
後
に
、
一
言
付
言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
伊
勢
貞
国
･
赤
松
満
政
の
連
署
の
登
場
の
意
味
で
あ
る
。
桑
山
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
公

方
御
倉
を
公
的
に
管
轄
す
る
の
が
幕
府
政
所
で
あ
っ
た
こ
と （

�）か
ら
推
し
て
、
祈

�供
料
等
の
経
費
の
申
請
窓
口
は
第
一
義
的
に
政
所
で
あ
っ

室
町
前
期
の
国
家
祈

�と
幕
府
財
政
（
森
）

六
五
一
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た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
た
め
に
中
山
定
親
は
政
所
の
責
任
者
執
事
伊
勢
貞
国
に
あ
て
て
「
御
祈
伝
奏
」
の
立
場
か
ら
の
第
一
文
書
を
発

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
次
の
段
階
で
、
定
親
文
書
の
袖
に
書
き
付
け
ら
れ
た
「
切
符
」
に
伊
勢
貞
国
と
と
も
に
連
署
し
た
赤
松
満
政

の
役
割
に
つ
い
て
い
え
ば
、
満
政
は
将
軍
近
習
の
立
場
か
ら
本
件
に
関
わ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
換
言
す
れ
ば
、
満
政
は
政
所
の
か
か
る

活
動
を
将
軍
の
支
配
権
に
引
き
寄
せ
る
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
将
軍
義
教
の
側
か
ら
み
る
と
、
満
政
は

将
軍
の
政
所
支
配
た
め
の
一
翼
を
担
わ
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

下
坂
氏
は
「
朝
廷
内
も
し
く
は
公
家
様
の
儀
式
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
主
体
が
将
軍
家
に
あ
っ
た
場
合
に
は
、
下
書
に
は
政
所
の
執
事
代

お
よ
び
寄
人
は
署
判
し
な
か
っ
た
」
し
、
「
将
軍
の
大
饗
・
元
服
・
昇
進
な
ど
と
い
っ
た
儀
式
の
支
出
に
際
し
て
は
、
そ
の
時
々
の
担
当

奉
行
が
下
書
と
し
て
署
判
を
加
え
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、
「
む
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
事
前
に
政
所
と
密
接
な
連
絡
を
と
っ
た
上
で
行
な
わ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
公
方
御
倉
が
必
ず
し
も
政
所
の
一
元
的
な
管
轄
下
に
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｣

（

�）

と
結
論
づ
け
た
。
つ
ま
り
、

政
所
関
係
以
外
の
幕
府
奉
行
人
が
か
か
る
公
方
御
倉
か
ら
の
支
出
業
務
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
公
方
御
倉
は
政
所
の
一
元
的
支
配

に
属
し
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
下
坂
氏
の
理
解
を
ふ
ま
え
て
〈
史
料
Ｂ
〉
を
み
る
と
、
そ
の
用
途
が
｢若
君
様
御
祈

�護
摩
御
供
料
｣
で
あ
っ
て
明
ら
か
に
祈

�主
催
の
主
体
は
将
軍
家
で
あ
る
の
に
、
執
事
職
に
あ
る
政
所
の
代
表
者
伊
勢
貞
国
お
よ
び
赤

松
満
政
と
が
連
署
の
形
で
公
方
御
倉
に
対
し
て
｢切
符
｣
を
発
し
て
い
る
事
実
に
気
づ
く
。
こ
の
こ
と
の
政
治
史
的
意
味
は
、
た
と
え
そ

れ
が
将
軍
義
教
の
一
時
期
に
限
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
〈
史
料
Ａ
〉
に
即
し
て
前
述
し
た
こ
と
と
同
様
に
、
足
利
義
教
の
将

軍
独
裁
権
の
強
化
の
一
環
と
し
て
理
解
し
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

六
五
二
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七
お
わ
り
に

以
上
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
幕
府
の
保
護
と
指
導
を
受
け
る
点
で
経
営
的
に
半
官
半
民
的
性
格
の
公
方
御
倉
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
公
武
の

用
途
で
そ
の
経
費
の
出
納
を
請
け
負
っ
て
い
た
。
公
武
の
祭
礼
や
儀
式
な
ど
の
場
合
に
つ
い
て
は
既
に
先
行
研
究
に
よ
っ
て
あ
ら
か
た
見

通
し
が
つ
け
ら
れ
、
そ
の
支
出
は
担
当
の
伝
奏
や
政
所
執
事
代
・
寄
人
、
幕
府
奉
行
人
の
関
与
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
た
実
態
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る

し
か
し
他
方
、
祈

�や
修
法
と
い
っ
た
国
家
の
宗
教
政
策
的
な
ケ
ー
ス
で
の
経
費
支
出
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
と

い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
永
享
一
一
、
一
二
年
の
時
点
で
醍
醐
寺
の
院
家
の
一
つ
理
性
院
が
担
当
し
た
祈

�修
法
の

供
料
が
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
支
出
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
か
ら
考
察
を
試
み
た
が
、
そ
の
結
果
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
国
家
祈

�

に
か
か
る
幕
府
財
政
に
は
、
将
軍
足
利
義
教
の
独
特
の
政
権
運
営
の
下
、
そ
の
側
近
と
い
う
べ
き
伊
勢
貞
国
と
赤
松
満
政
の
関
与
が
き
わ

め
て
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

と
は
い
え
、
公
方
御
倉
に
頼
ら
ず
、
朝
廷
の
経
費
負
担
に
お
い
て
な
さ
れ
る
祈

�修
法
の
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。『
看
聞
御
記
』

嘉
吉
元
年
三
月
二
一
日
条
に
以
下
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。

（

�）

…
自
今
夕
於
内
裏
、
孔
雀
経
法
被
行
、
辛
酉
御
祈
也
、
奉
行
左
少
弁
俊
秀

（
坊
城
）也
、
中
壇
阿
闍
梨
御
室 （

�）、
脇
壇
三
壇
真
光
院
・
威
徳
寺
・

開
明
寺
、
伴
僧
廿
人
云
々
、
此
法
近
来
中
絶
、
御
室
殊
秘
蔵
大
法
也
、
大
儀
之
法
也
、
料
足
三
万
疋
自
禁
裏

被
出
、
…

室
町
前
期
の
国
家
祈

�と
幕
府
財
政
（
森
）

六
五
三
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右
の
史
料
記
事
な
か
の
｢辛
酉
御
祈
｣
と
は
、
嘉
吉
元
年
が
｢辛
酉
｣
の
年
に
あ
た
っ
て
い
る
の
で
辛
酉
革
命
の
災
厄
を
避
け
る
目
的

で
、
内
裏
で
｢孔
雀
経
法
｣

（

�）

が
修
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
同
じ
国
家
的
祈

�で
も
場
合
に
よ
っ
て
は
朝
廷
が
供
料
を
支
弁
す

る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
た
と
え
公
武
統
一
政
権
下
で
は
あ
っ
て
も
、
国
家
祈

�の
経
費
負
担
は
、
全
面
的
に
公
方

御
倉
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

か
く
し
て
本
稿
冒
頭
に
も
ど
り
、
〈
史
料
Ａ
〉
と
〈
史
料
Ｂ
〉
に
文
書
名
を
付
す
る
と
す
れ
ば
、
〈
史
料
Ａ
〉
は
伝
奏
中
山
定
親
切
符

并
政
所
執
事
伊
勢
貞
国
・
近
習
赤
松
満
政
連
署
書
下
、
〈
史
料
Ｂ
〉
は
政
所
執
事
伊
勢
貞
国
・
近
習
赤
松
満
政
連
署
書
下
、
と
す
る
の
が

ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
醍
醐
寺
文
書
は
現
在
、
大
日
本
古
文
書
に
お
い
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
現
時
点
で
は
、
第
一
四
册
（
二
一
函
の
途
中
）
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

以
下
の
文
書
は
未
刊
行
で
あ
る
。

（
２
）
昭
和
六
一
・
六
二
・
六
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
【
綜
合
研
究
Ａ
】
『
醍
醐
寺
の
密
教
法
会
と
建
築
空
間
に
関
す
る
総
合
的
研
究
』
（
研
究
代
表

者
稲
垣
栄
三
一
九
八
九
年
三
月
）
二
四
〇
頁
。

六
五
四
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（
３
）
清
滝
宮
に
つ
い
て
は
、
古
代
・
中
世
の
醍
醐
寺
の
沿
革
を
総
合
的
に
記
し
た
醍
醐
寺
座
主
義
演
著
『
醍
醐
寺
新
要
録
上
』
の
｢
上
神
祇
部
山
上

清
滝
宮
篇
｣
｢
下
神
祇
部
清
滝
宮
篇
｣
に
詳
し
い
。
『
醍
醐
寺
新
要
録
上
』
（
法
蔵
館
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
）
八
八
～
一
五
三
頁
、
三
九
七
～
五
〇

三
頁
参
照
。

（
４
）
理
性
院
に
つ
い
て
は
、『
醍
醐
寺
新
要
録
下
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
）
｢理
性
院
篇
｣に
詳
し
い
。
同
書
七
八
〇
～
八
一
二
頁
参
照
。

（
５
）
こ
こ
の
「
伊
勢
守
」
が
誰
か
を
調
べ
る
た
め
に
、
同
時
代
の
日
記
を
検
索
す
る
と
、
た
と
え
ば
万
里
小
路
時
房
の
日
記
「
建
内
記
」
永
享
一
二
年

三
月
一
四
日
条
に
「
当
年
伊
勢
守
貞
国
承
之
」
な
ど
と
見
え
（
大
日
本
古
記
録
『
建
内
記
三
』
五
五
頁
）、
同
日
記
当
日
条
の
前
後
に
散
見
す
る
「
伊

勢
守
」
の
所
見
と
あ
わ
せ
て
、「
伊
勢
守
」
が
伊
勢
貞
国
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

（
６
）
伊
勢
貞
国
が
永
享
一
一
年
当
時
、
政
所
執
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
『
国
史
大
辞
典
』
一
三
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
四
月
）
二

四
三
頁
「
室
町
幕
府
政
所
執
事
一
覧
」
参
照
。

（
７
）
た
と
え
ば
五
壇
法
に
例
を
と
る
と
、「
満
済
准
后
日
記
」
応
永
三
四
年
六
月
一
四
日
条
に
「
自
今
夕
於
室
町
殿
御
所
、
五
壇
法
被
始
行
」
と
あ
る
よ

う
に
、
山
門
の
花
頂
僧
正
定
助
を
中
壇
に
、
興
継
（
慈
尊
院
）
・
隆
寛
（
水
本
）
・
良
什
（
竹
内
）
・
定
意
（
聖
無
動
院
）
の
四
僧
正
を
脇
壇
と
し
て
、

五
壇
法
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
こ
に
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
（
京
都
帝
国
大
学
文
科
大
学
叢
書
第
四
『
満
済
准
后
日
記
』
巻
二
、
四
一
二
～

四
一
三
頁
）。

供
料
中
壇
五
千
疋
、
降
以
下
三
千
疋
、
近
例
也
、
各
自
政
所
下
行
云
々
、
諸
壇
方
へ
経
祐
法
橋
折
紙
ヲ
相
副
遣
之
、
以
彼
折
紙
為
本
可
下
行
由
、

兼
政
所
申
故
也
云
々
、

室
町
前
期
の
国
家
祈

�と
幕
府
財
政
（
森
）

六
五
五

（25）



こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、
五
壇
法
の
供
料
は
、
中
壇
五
千
疋
・
脇
壇
三
千
疋
が
事
前
に
政
所
か
ら
支
給
さ
れ
、
こ
の
額
が
｢近
例
｣
と
な
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
に
よ
る
と
、
五
壇
全
体
で
は
一
万
七
千
疋
、
つ
ま
り
一
七
〇
貫
文
の
供
料
が
必
要
と
な
る
。
な
お
同
種
の
記
事
は
、
『
兼
宣

卿
記
』
応
永
一
一
年
六
月
一
三
日
条
、『
満
済
准
后
日
記
』
応
永
三
三
年
一
〇
月
七
日
条
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。

（
８
）
伊
勢
貞
国
と
赤
松
満
政
の
花
押
に
つ
い
て
は
『
書
の
日
本
史
第
九
巻
』（
平
凡
社
、
一
九
七
六
年
三
月
）
に
収
録
さ
れ
る
｢花
押
・
印
章
総
覧
｣

の
第
七
六
二
号
（
伊
勢
貞
国
）、
第
六
七
一
号
（
赤
松
満
政
）
参
照
。
そ
れ
ぞ
れ
同
書
二
五
一
、
二
五
五
頁
。

（
９
）
同
時
代
人
の
万
里
小
路
時
房
の
日
記
「
建
内
記
」
永
享
一
二
年
正
月
一
〇
日
条
に
み
え
る
「
若
君
御
方
」
（
大
日
本
古
記
録
『
建
内
記
三
』
二
一

頁
）
が
足
利
義
教
の
嫡
子
千
也
茶
丸
（
の
ち
の
義
勝
。
当
時
七
才
）
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
｢
若
君
御
方
｣
と
は
表
記
の
異
な
る
〈
史
料
Ｂ
〉
の
「
若

君
様
」
と
は
、
義
教
の
二
男
義
成
（
の
ち
の
義
政
。
生
ま
れ
は
永
享
八
年
〈
一
四
三
六
〉
正
月
二
日
。『
看
聞
御
記
』
同
日
条
参
照
）、
も
し
く
は
嘉
吉

三
年
三
月
に
聖
護
院
に
入
室
し
た
義
観
（
『
看
聞
御
記
』
嘉
吉
三
年
三
月
二
二
日
条
に
み
る
｢
室
町
殿
若
公
将
軍

（
義
勝
）舎
弟

六
歳

｣
。
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
尊
卑

分
脈
』
二
篇
二
五
五
頁
参
照
。
義
観
の
生
ま
れ
は
永
享
一
〇
年
〈
一
四
三
八
〉）
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、「
建
内
記
」
永
享
一
一
年
二
月
二
一
日
条
に
み

る
よ
う
に
（
『
建
内
記
』
二
、
三
〇
五
頁
）
、
永
享
一
一
年
閏
正
月
一
八
日
に
「
小
宰
相
局
」
を
母
と
し
て
誕
生
し
た
「
若
君
」
（
の
ち
の
足
利
義
視
）

の
可
能
性
も
あ
る
。

（

10）
増
補
続
史
料
大
成
『
蔭
凉
軒
日
録
一
』（
臨
川
書
店
）一
四
三
頁
。

（

11）
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
公
卿
補
任
』
三
篇
一
五
七
頁
に
よ
る
と
、
中
山
定
親
は
長
禄
三
年
（
一
四
五
九
）
に
五
九
才
で
没
。
逆
算
し
て
生
年
は
、

応
永
八
年
（
一
四
〇
一
）
と
な
る
。

六
五
六

（26）



（

12）
大
日
本
古
記
録
『

�戒
記
四
』
二
四
一
頁
お
よ
び
二
六
五
頁
。

（

13）
続
群
書
類
従
完
成
会
『
看
聞
御
記
下
』
四
二
〇
～
四
二
一
頁
。

（

14）『
国
史
大
辞
典
』
一
三
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
四
月
）
二
四
四
頁
。
桑
山
浩
然
氏
の
執
筆
。

（

15）
桑
山
浩
然
『
室
町
幕
府
の
政
治
と
経
済
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
五
月
）
一
五
三
頁
。

（

16）
注（

15）桑
山
氏
著
書
、
四
二
頁
。

（

17）
同
右
。

（

18）
同
右
。

（

19）
同
右
。

（

20）
同
右
桑
山
氏
著
書
、
一
五
七
頁
。

（

21）
桑
山
氏
前
掲
著
、
一
六
一
～
一
六
二
頁
、
下
坂
氏
『
中
世
寺
院
社
会
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
）
一
〇
〇
～
一
一
九
頁
。

（

22）
京
都
帝
国
大
学
文
科
大
学
叢
書
四
『
満
済
准
后
日
記
』
巻
二
、
一
九
一
頁
。

（

23）
同
右
、
二
五
三
頁
。

（

24）
増
補
史
料
大
成
『
康
富
記
一
』
二
三
九
頁
。
な
お
、
「
外
宮
役
夫
工
米
諸
国
所
納
分
注
文
案
」
（
大
日
本
古
文
書
『
蜷
川
家
文
書
一
』
四
二
頁
）

に
は
、「
御
倉
禅
住
坊
」
と
見
え
る
。

（

25）
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
「
兼
宣
公
記
」
こ
の
記
事
は
未
刊
行
で
あ
る
の
で
、
参
考
ま
で
に
引
用
し
て
お
く
。

室
町
前
期
の
国
家
祈

�と
幕
府
財
政
（
森
）

六
五
七

（27）



（
応
永
三
〇
年
五
月
二
四
日
条
）

雨
下
、
及
晩
晴
、
伊
勢
因
幡
入
道
（
貞
陸
・
常
照
）
送
使
者
云
、
三
条
河
原
可
被
懸
橋
候
、
面
々
為
公
方
被
懸
仰
料
足
候
、
二
百
疋
可
被
遣
禅

�

住

�坊
�之

由
可
申
入
旨
、
被
仰
下
云
々
、
申
畏
奉
之
由
者
也
（
傍
点
筆
者
）、

な
お
、
｢
善

（
禅
）住
｣
の
所
見
と
し
て
は
、
こ
れ
よ
り
数
年
早
い
事
例
と
し
て
、
「
看
聞
日
記
」
応
永
二
五
年
九
月
二
四
日
条
に
｢
善
住
方
｣
な
る
表
記
が
登

場
し
て
い
る
が
、
は
た
し
て
土
倉
の
そ
れ
か
い
ま
い
ち
明
瞭
で
は
な
い
（
図
書
寮
叢
刊
『
看
聞
日
記
一
』
二
三
三
頁
）。
後
考
に
期
し
た
い
。

（

26）
桑
山
氏
前
掲
著
、
一
六
一
頁
。

（

27）
特
に
、
同
書
第
一
編
第
三
章
の
「
中
世
土
倉
論
」、
初
出
は
一
九
七
八
年
七
月
。

（

28）
同
右
下
坂
氏
著
書
、
一
〇
二
～
一
〇
五
頁
。
一
覧
表
は
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
に
掲
載
。

（

29）
こ
の
辺
の
記
述
は
右
記
下
坂
氏
著
書
、
一
〇
二
～
一
〇
三
頁
に
よ
る
。
な
お
、
｢切
符
｣の
史
料
上
の
使
用
例
を
ひ
と
つ
あ
げ
て
お
く
と
、
｢師
郷
記
」

永
享
二
年
一
〇
月
七
日
条
（
史
料
纂
集
『
師
郷
記
』
第
一
巻
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
四
六
頁
）
に
、

今
日
御
禊
行
幸
掃
部
寮
役
料
足
千
三
百
五
十
疋
被
下
行
了
、
先
度
雑
事
始
之
時
、
百
五
十
疋
被
下
行
、
彼
是
都
合
千
五
百
疋
也
、
以
此
分
、
兼

日
当
日
儀
可
致
其
沙
汰
之
由
、
伝
奏
吉
田
前
大
納
言
（
清
閑
寺
家
俊
）
被
示
之
間
、
令
領
状
了
、
仍
以
伝
奏
切

�符

�、
付
摂
津
掃
部
（
満
親
）
了
、

と
み
え
る
（
傍
点
筆
者
）
。
ま
た
、
｢
下
書
｣
の
史
料
上
の
使
用
例
を
ひ
と
つ
あ
げ
て
お
く
と
、
「
親
元
日
記
」
文
明
九
年
五
月
九
日
条
（
続
史
料
大
成

12『
親
元
日
記
（
三
）、（
四
）〈
文
明
九
年
記
〉』
臨
川
書
店
、
四
〇
三
頁
）
に
、
以
下
の
よ
う
に
み
え
る
。

一
、
大
宝
寺
黒
丸
進
上
弐
千
疋
、
麻
生
上

此
千
疋

�
�
�
�総

入
道
進
上
千
疋
、
彼
是
各
親
元
（
蜷
川
親
元
）
調
送
状
、
以
松
田
主
計
允
方
下

�書

�加
判
飯

加
州
、

正
実
坊

六
五
八

（28）



御
倉
ヘ
納
申
了
使
勝
蔵
、
請
取
到
来
之
、
麻
生
千
疋
う
け
と
り
一
通
、
翌
日

�蔵
主
ヘ
遣
之
（
傍
点
筆
者
）、

（
30）

「
満
済
准
后
日
記
」
正
長
二
年
三
月
九
日
条
に
、
「
…
当
御
代
已
伝
奏
三
人

万
里
小
路
大
納
言
（
時
房
）・
勧
修
寺
中
納
言
（
経
成
）・

広
橋
中
納
言
（
親
光
、
の
ち
兼
郷
と
改
名
。
兼
宣
の
子
息
）
被
定
置
上
者
、
…
」
と
見

え
る
（
京
都
帝
国
大
学
文
科
大
学
叢
書
第
四
『
満
済
准
后
日
記
』
巻
二
、
六
四
六
頁
）。

（

31）
前
掲
桑
山
氏
著
書
、
四
八
頁
所
載
の
「
室
町
幕
府
政
所
執
事
代
一
覧
」
参
照
。

（

32）
大
日
本
古
記
録
『
建
内
記
三
』
一
四
七
頁
。

（

33）
桑
山
氏
前
掲
書
、
四
八
～
四
九
頁
。

（

34）
赤
松
満
政
が
幕
府
役
職
と
し
て
の
「
近
習
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、「
満
済
准
后
日
記
」
永
享
三
年
二
月
二
一
日
条
に
み
る
以
下
の
記

事
が
参
考
に
な
る
（
巻
三
、
一
八
二
頁
）。

…
諸
大
名
ニ
ハ
各
二
重
・
太
刀
一
腰
賜
之
了
、
近

�習
�ニ

ハ
太
刀
一
腰
、
其
内
一
色
左
京
大
夫
（
持
信
）
二
重
・
太
刀
、
赤
松
播
磨
守
（
満
政
）
一
重
・

太
刀
、
藤
宰
相
入
道
一
重
・
太
刀
遣
之
（
傍
点
筆
者
）、

こ
こ
で
い
う
「
諸
大
名
」
と
は
同
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
管
領
」
斯
波
義
淳
・
「
畠
山
」
満
家
・
「
山
名
」
常
熙
・「
細
川
右
京
大
夫
」

持
之
・
「
畠
山
修
理
大
夫
」
満
則
・
「
一
色
修
理
大
夫
」
満
範
・
「
赤
松
左
京
大
夫
」
満
祐
た
ち
「
以
上
大
名
七
人
」
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
に
「
近
習
」

と
し
て
「
一
色
左
京
大
夫
」
持
信
や
「
赤
松
播
磨
守
」
満
政
ら
が
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
史
料
記
事
に
よ
っ
て
赤
松
満
政
は
足
利
義
教
の
「
近
習
」

の
一
人
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。

（

35）
赤
松
満
政
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
専
論
は
こ
れ
ま
で
皆
無
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
が
、
近
年
、
竹
内
智
宏
｢
室
町
幕
府
と
赤
松
氏
―
申
次
赤

室
町
前
期
の
国
家
祈

�と
幕
府
財
政
（
森
）

六
五
九

（29）



松
満
政
の
活
動
を
中
心
と
し
て
―
｣（
｢年
報
赤
松
氏
研
究
｣創
刊
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）
が
公
表
さ
れ
た
。

（

36）
本
稿
注（

18）参
照
。

（

37）
下
坂
氏
前
掲
書
、
一
〇
三
頁
。

（

38）
｢看
聞
日
記
｣
嘉
吉
元
年
三
月
二
一
日
条
（『
看
聞
御
記
下
』
六
一
〇
～
六
一
一
頁
）。

（

39）
『
仁
和
寺
史
料

寺
誌
編
二
』
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
、
一
九
六
七
年
八
月
）
所
収
の
「
仁
和
寺
御
伝
」
（
真
光
院
本
）
に
よ
る
と
、
「
中
壇

阿
闍
梨
御
室
」
と
は
承
道
の
こ
と
で
あ
る
（
同
書
一
〇
〇
頁
）。

（

40）
「
孔
雀
経
法
」
に
つ
い
て
は
、
右
の
『
看
聞
日
記
』
で
は
「
此
法
近
来
中
絶
、
御
室
殊
秘
蔵
大
法
也
、
大
儀
之
法
也
」
と
記
し
て
い
る
が
、
『
満
済

准
后
日
記
』
に
よ
る
と
「
孔
雀
経
」
の
言
葉
は
、
応
永
二
〇
年
二
月
二
八
日
条
、
同
二
七
年
七
月
二
日
条
、
同
三
〇
年
二
月
一
三
日
条
、
同
三
三
年
一

月
一
日
条
、
同
三
四
年
一
月
二
〇
日
条
、
同
三
四
年
九
月
一
三
日
条
、
正
長
元
年
（
一
四
二
八
年
）
八
月
一
日
条
な
ど
に
み
え
て
読
誦
さ
れ
て
お
り
、

｢孔
雀
経
｣は
す
く
な
く
と
も
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
を
十
数
年
さ
か
の
ぼ
る
正
長
年
間
こ
ろ
ま
で
は
密
教
寺
院
で
修
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

○
本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
り
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
史
料
の
調
査
に
お
い
て
は
、
同
所
の
井
上
聡
氏
の
手
を
わ
ず
ら
わ
せ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表

し
た
い
。

六
六
〇

（30）


